
15 2015.11.1 142015.11.1

　長岡京市の市の木は「もみじ」です。紅葉の季節
になると、全国から観光客が訪れます。なかでも
「光

こうみょうじ

明寺」と「柳
やなぎだにかんのん

谷観音 楊
よ う こ く じ

谷寺」などが名所となって
います。光明寺は平家物語で有名な熊谷次郎直実が開

基した寺で、JR東海
「そうだ京都、行こ
う。」の PRポスター
に起用されたことも
あります。長く続く
薬師門の通りは燃え
るように真っ赤な紅
葉のトンネルになり
ます。

　柳谷観音 楊谷寺は、眼病に効く弘法大師の
霊水独

お こ う ず い

鈷水で有名なお寺です。こちらもよく
映画などの撮影に使われており、今年公開さ
れた「駆け込み女と駆け出し男」や「日本で
いちばん長い日」もここで撮影されました。
役所広司さん演じる陸軍大臣阿

あ な み こ れ ち か

南惟幾が切腹
するシーンで登場する上書院からは、すばら
しい庭園を眺めることができます。上書院は
月に一度公開されているほか、11 月には特
別公開日もあります。
　紅葉の見頃は 11 月中旬～ 12 月上旬。
「京都市内のもみじしか見たことがない」と
いう人は、ぜひ一度ご覧ください。

紅葉に染まる長岡京、行こう。

奥之院へ続く参道から
（柳谷観音楊谷寺）

友好都市に関するお問い合わせ
問 伊豆の国市役所政策戦略課
☎ 055-948-1415

長岡京のも
みじを見た

ことない人
、必読

事前に病院または田方中消防署へ電話、
もしくは田方医師会のホームページでご
確認ください。変わる場合があります。
田方中消防署   ☎ 0558-76-0119
田方医師会のホームページ http://
www.tagata-ishikai.jp/
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休日の診療医
9：00 ～ 17：00

１（
日
）

▶リウトピアクリニック（函南町／リ
　ウマチ・リハ・内）☎ 055-970-1000

３（
火
・
祝
）

▶矢田レディースクリニック（宗光
　寺／婦人）☎ 0558-76-4550

８（
日
）

▶長岡リハビリテーション病院（長岡／
　内・神経内・リハ）☎ 055-948-0555

15（
日
）

▶伊豆韮山温泉病院（中條／内）
　☎ 055-949-1466

22（
日
）

▶花の丘診療所（奈古谷／ペインク
　リニック・内）☎ 055-949-6886

23（
月
・
祝
）

▶あおきクリニック（吉田／泌尿器）
　☎ 0558-75-0303

29（
日
）

▶あさいクリニック（吉田／整外）
　☎ 0558-77-1374

　市内小中学校から 557 点の応募があり、小学生・中学
生の入選・佳作が決定しました。
　入選作品は、静岡県のポスターコンクールに出展しました。
たくさんの力作をご応募いただきありがとうございました。

伊豆の国市明るい選挙啓発ポスターコンクール

入賞作品決定

問 市役所総務課　☎ 055-948-1411

賞 学校 名前

入
選

韮山小学校 松田愛由
韮山南小学校 川口真弥
長岡北小学校 山本　楓

大仁小学校
大川歩乃
杉山実央

佳
作

▶髙栁結衣、武田倖奈、
廣田紗耶（韮山小学校）
▶遠藤麻帆、佐藤安純、
田中若奈、吉田茉矢（長
岡南小学校）▶佐伯心菜、
近田せりな、原由依奈（大
仁小学校）※学年は全員
小学 6年生

賞 学校 学年 名前

入
選
韮山中学校

1年 川口千夏

1年 杉本優香理
1年 武田陽晴
1年 中村理瑚

大仁中学校 1年 佐々木彩結

佳
作

▶伊井瑛南、加藤友馬、鈴木
爽巴、二藤千尋（韮山中学校
1年）▶杉山はるき（長岡中
学校 2年）▶岡山桃子、佐々
木直弥、佐藤結衣葉、立川夢花、
古屋榛花（大仁中学校 1年）

【中学生の部】【小学生の部】

※敬称略

　現在、全国の警察から指名手配さ
れている被疑者は約 750 人に上って
います。指名手配被疑者によく似た
人を見かけた、人目を避けた生活を
しているといった情報など、どんな
わずかなことでも結構です。迷わず
警察に通報してください。

あなたも街の捜査官
大仁警察署からのお知らせ

～指名手配被疑者の検挙にご協力を！～

問 大仁警察署
☎ 0558-76-0110

怪しいなと思ったら…

パーソントリップ調査を行います
　将来的な交通計画の策定やまちづくりの検
討などに活用するため、皆さん（パーソン）
の 1日の動き（トリップ）を把握する調査を
実施します。
とき／ 11月下旬～ 12月中旬
対象／無作為抽出された約 5,000 世帯の市民
※ 詳細は直接問い合わせいただくか、
　調査専用ホームページ（http://www.
　higashisurugawan-pt.jp）をご覧ください。
問 市役所都市計画課　☎ 055-948-2909

　市では平成28年1月から、現在の要支援認定を受けた高齢者
が利用する介護予防サービスのうち、訪問介護（ホームヘルプ
サービス）と通所介護（デイサービス）の 2つを、全国一律基準
のサービスから、市の新しい総合事業のサービスに移行します。
　総合事業の利用に関する窓口は、保健福祉・こども・子育て相
談センター、または地域包括支援センターとなります。

新しい介護予防・日常生活支援
　総合事業が始まります

第 1号被保険者（65 歳以上の人）
第 2号
被保険者
（40 ～ 64
歳の人）

現在利用している これから利用したい
要介護
1～ 5

要支援 1・2 ↓ ↓

↓
訪問介護・
通所介護

2つ以外の
サービス

訪問介護・
通所介護

2つ以外の
サービス

C B C A C C

A： 総合事業の対象サービスです。下記の「サービス利用の
流れ」をご覧ください。

B： 総合事業の対象サービスですが、事業の枠組以外に変更
はありません。認定の有効期間中は継続して同じサービス
を利用できます。

C：サービスの利用は従来と同様（窓口は長寿福祉課）です。

1. 総合事業の対象サービス

問 市役所保健福祉・こども・ 子育て相談センター
☎ 0558-76-8010

平成 28 年 1月 1日から

訪問介護・通所介護サービスの利用を希望する人

保健福祉・こども・子育て相談センター、または地域包括支援センターに相談

要支援認定を受けた人
・ 訪問看護、福祉用具貸与
または購入など、全国一律
の介護予防サービス

・ 介護予防・生活支援サービ
ス事業による訪問型・通所
型サービス

を受けることができます。

2 つ以外のサービスが必要と判
断された人は介護保険認定審査

基本チェックリスト実施などで判断
（認定審査を通さないため、迅速なサービスの利用が可能）

非該当

　　　の部分が今回の事業の
対象となるサービスです。
また、いずれの人も地区サロ
ンや体操教室などの、一般介
護予防事業に参加することが
できます。

介護予防・生活支援サービス
事業対象者

・ 介護予防・生活支援サービス事
業による訪問型・通所型サービス

を受けることができます。
2つ以外の介護予防サービスを利
用したい場合は、介護保険認定審
査を受ける必要があります。

基本チェックリスト
非該当者

該当 非該当

2. サービス利用の流れ


